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地方公務員法第58条の２及び越谷・松伏水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例に基づき、令和６年度の職員給与等について公表します。 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

  

⑴ 職員の採用の状況 

当企業団の職員は全て越谷市からの派遣職員で構成されており、独自の採用は行ってい

ません。 

 

⑵ 職位別任用状況 

令和７年４月１日現在、副課長以上の職の総数は12人です。 

 

⑶ 職員の退職の状況 

令和６年度における退職者は２人でした。 

 

⑷ 等級別・職名別の職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

 

企業職（一） 

区分 
標 準 的 な 

職 の 内 容 

合  計 内  訳 

職員数(人) 構成比(％) 職名 人数 職名 人数 職名 人数 

８級 局長、参事 1 1.1 局 長 1 参 事 0   

７級 次長、副参事 3 3.4 次 長 1 副参事 2   

６級 課長、調整幹 3 3.4 課 長 1 調整幹 2   

５級 副課長 5 5.6 副課長 5 
 

   

４級 主幹 30 33.7 
主 幹 

(調整) 
1 

主 幹 

(統括) 
4 主 幹 25 

３級 主査 8 9 主 査 8 
 

   

２級 主任 23 25.8 主 任 23 
 

   

１級 主事、技師 16 18 主 事 11 技 師 5   

計  89 100.0 
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企業職（二） 

区分 
標 準 的 な 

職 の 内 容 

合  計 内  訳 

職員数

（人） 

構成比

（％） 
職名 

人

数 
職名 

人

数 
職名 

人

数 

４級 職長 0 0.0 職長 0     

３級 
技能主査、統

括技能主任 
5 27.7 技能主査 5 

統括技能

主任 
0   

２級 

水道施設管理

主任、技能主

任、守衛業務

主任 

10 55.6 
水道施設

管理主任 
9 技能主任 0 

守衛業務

主任 
1 

１級 

水道施設管理

員、技能員、

守衛 

3 16.7 
水道施設

管理員 
2 技能員 0 守衛 1 

計  18 100.0  

 

⑸ 職員の再任用の状況 

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採用される職員

であり、地方公務員法第28条の４の規定による常時勤務職員と同法第28条の５の規定によ

る短時間勤務職員がいます。 
 

区  分 令和７年度 令和６年度 

常 時 勤 務 2人 5人 

短時間勤務 0人 0人 

 

⑹ 職員数の推移 
 

令和７年４月１日 令和６年４月１日 令和５年４月１日 

107人 107人 105人 
＊再任用短時間勤務職員は含みません。 

 

⑺ 職種別職員の状況 

職  種 令和７年度 令和６年度 増  減 

事務職員（企一） 46人 46人  0人 

技術職員（企一） 43人 43人  0人 

技能職員（企二） 18人 18人   0人 

計 107人 107人     0人 

＊再任用短時間勤務職員は含みません。 
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２ 職員の給与の状況 

 

⑴ 職員給与費の状況（令和６年度会計決算より） 

区分 
職員数（Ａ） 

（R6.4.1） 

給  与  費 １人当たり

給与費 

（Ｂ/Ａ） 
給  料 職員手当 

期末手当 

勤勉手当 
計（Ｂ） 

令和 

６年度 
107人 409,717千円 90,152千円 177,112千円 676,981千円 6,327千円 

＊職員手当には退職手当は含みません。 

＊再任用短時間勤務職員は含みません。 

 

⑵ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(令和７年４月１日現在) 

区    分 企業職（一） 企業職（二） 

平均給料月額 319,933円 354,322円 

平均給与月額 348,561円 392,630円 

平 均 年 齢 41.4歳 47.5歳 
＊再任用短時間勤務職員は含みません。 

 

⑶ 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区   分 初 任 給 

企業職（一） 

大 学 卒 225,600円 

短 大 卒 213,600円 

高 校 卒 201,000円 

企業職（二） 

大 学 卒 231,500円 

短 大 卒 226,700円 

高 校 卒 221,700円 

 

⑷ 特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

   職   名        報 酬 等 職  名 報 酬 等 

議  長 43,400円/月 企 業 長 782,000円/月 

副 議 長 38,700円/月 参  与 59,100円/月 

議  員 37,600円/月 監査委員 30,000円/月 
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⑸ 主な職員手当の状況 

越谷・松伏水道企業団企業職員の給与に関する規程に基づき支給 

手当の種類 
主 な 内 容 

（令和７年４月１日現在） 

令和６年度 

支給実績※２ 

扶 養 手 当 

第11条 

扶養親族（配偶者）   6,500円/月 

扶養親族（子）    10,000円/月 

扶養親族（父母等）   6,500円/月 

特定の加算       5,000円/月※１ 

 

 

 

11,424千円 

地 域 手 当 

第11条の２ 
給料及び扶養手当の月額合計の６％ 

 

25,268千円 

住 居 手 当 

第11条の３ 

○借家・賃貸等の場合 

(家賃額―27,000円)×１/２＋11,000円  ※28,000円/月を限度 

○新築・購入から５年以内の期間 4,500円/月  

○上記以外           3,000円/月 

 

 

 

 9,314千円 

通 勤 手 当 

第 12 条 

○交通機関利用者 ６ヵ月定期等の最も経済的な額 

○自動車等利用者  
 使用距離に応じ3,800～31,600円/月  ※あわせて55,000円/月 

 

 

6,994千円 

特殊勤務手当 

第13条 

○特殊自動車運転作業手当 バックホー150円/日 

トラック・ダンプカー100円/日 

○徴収手当 200円/日 

○夜間特殊業務手当 

深夜22時～翌5時までの間に勤務した場合(勤務1回当り) 

２時間未満410円 ２時間以上～５時間以下730円 

５時間超1,100円 

 

 

 

 

 

 

1,395千円 

管 理 職 手 当 

第13条の２ 

局 長85,000円/月  次 長70,000円/月 

副参事65,000円/月  課 長60,000円/月 

調整幹55,000円/月  副課長50,000円/月 

 

 

8,405千円 

超過勤務手当 

(休日給含む) 

第14条 

第15条 

 
勤務日 勤務を要しない日 休日 

･５時～ 
始業時間 

･終業時間 

～２２時 

･０時 
～５時 

･２２時 

～２４時 

５時～ 
～２２時 

･０時 
～５時 

･２２時 

～２４時 

正規の 

勤務時間 

125/100 150/100 135/100 160/100 135/100 

個人ごとの時間単価に上記率を乗じて支給 

 

 

 

 

 

 

21,857 千円 

期 末 手 当 

勤 勉 手 当 

第18条及び 

第18条の２ 

 

期末手当    勤勉手当 

６月期   1.25月分    1.25月分 

12月期   1.05月分    1.05月分 

合 計    2.3月分     2.3月分  

 
 
 

 

 

177,112千円 

退 職 手 当 ＜支給率＞  普 通     定年等 

勤続20年  19.6695月分   24.586875月分 

勤続25年  28.0395月分   33.27075月分 

勤続35年  39.7575月分   47.709月分 

（埼玉県市町村総合

事務組合から同組合

条例に基づき支給） 

※１ 特定の加算とは、扶養親族の子のうち満15歳から満22歳までの間にある子がいる場合に支給するものです。 

※２ 令和６年度支給実績に再任用短時間勤務職員の支給実績は含みません。 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

⑴ 勤務時間の状況 

越谷・松伏水道企業団就業規則第６条、第７条に規定。 

職員の勤務時間は、一週間当たり38時間45分と定められており、原則毎週月曜日から

金曜日までの、それぞれ午前８時30分から午後５時15分までの勤務となっています。 

交替勤務制の職員も勤務時間は週38時間45分として勤務の割り振りをしています。 

 

⑵ 休暇制度の概要・種類等 

越谷・松伏水道企業団就業規則第14条から第17条の５に規定。 

職員の休暇には、年次休暇・特別休暇・介護休暇・介護時間・病気休暇・組合休暇が

あり、それぞれ概要は次の表のとおりです。 

 

休暇の種類 休 暇 の 概 要 

年次休暇 

労働基準法第39条の諸規定に従って与えられる有給による

休暇であり、１年度につき最高20日間付与され、前年度から

の繰越分を含めると最高40日間となります。 

特 
 

別 
 

休 
 

暇 

産前産後休暇 

出産予定の女性職員が、産前の休養を願い出た場合は、そ

の予定日以前８週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)の

産前休暇が付与されます。 

出産した女性職員には、産後の休養として８週間の休暇が

付与されます。 

忌引休暇 
職員が親族の喪に遇ったときは、別に定める基準により、 

10日以内の休暇が付与されます。 

子の看護休暇 

中学校修了までの子を養育する職員が、その子の看護のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合、５日の範

囲内（中学校修了までの子が２人以上の場合は10日）で日又

は時間で休暇が付与されます。 

 

妻の出産補助休暇 

職員の配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当である

と認められる場合、３日の範囲内で、入院等の日から産後２

週間までの間、日又は時間で休暇が付与されます。 

男性職員の育児参

加のための休暇 

男性職員の育児参加を促進するため、妻の出産予定日の８

週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出

産の日以後１年を経過するまでの期間にある場合に、出産に

係る子又は上の子(小学校就学前)の養育のため５日の範囲内

で、日又は時間で休暇が付与されます。 

その他 短期介護休暇、育児時間、結婚休暇等 
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休暇の種類 休 暇 の 概 要 

介護休暇 

介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その

他規則に定める者の負傷、疾病又は老齢により２週間以上の

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をす

るため、一の要介護状態ごとに３回以下、かつ合計６月以内

の指定する期間で、勤務しないことが相当であると認められ

る場合に付与される無給の休暇です。勤務しない１時間につ

き勤務１時間当たりの給与額が減額されます。 

介護時間 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則に定め

る者の負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合に、連続する３年

以下、１日につき２時間以下で付与される無給の休暇です。

勤務しない１時間につき勤務１時間当たりの給与額が減額さ

れます。 

病気休暇 

職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合における有給

の休暇であり、療養のため勤務しないことがやむを得ないと

認められる必要最小限度の期間に付与されます。 

組合休暇 

労働組合の業務又は活動に従事するために認められる無給

の休暇です。組合休暇は、日又は時間を単位として、１年度

につき20日以内で付与されます。 

 

⑶ 年次休暇の取得状況 

令和６年４月１日から令和７年３月31日までの年次有給休暇の平均取得日数は16.5日

でした。 

 

⑷ 育児休業等の取得状況 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するため、

子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを認める制度です。

育児休業をしている期間は給与が支給されません。 

令和６年度は３名の職員が育児休業を取得しました。 

また、職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学前の子を養育するため、１日の勤

務時間の一部（２時間を限度）について勤務しないことができる部分休業、及び１週間

の勤務時間よりも短い時間で勤務することができる育児短時間勤務の制度があり、休業

した期間の給与が減額されます。 

令和６年度は７名の職員が部分休業を取得しました。 
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⑸ 時間外勤務（超過勤務）の状況 

令和６年度における四半期ごとの時間外勤務の１人当たり月平均時間及び１人当たり

年平均時間の状況は下表のとおりです。 

(単位:時間) 

第１四半期 

（４～６月） 

第２四半期 

（７～９月） 

第３四半期 

(10～12月) 

第４四半期 

（１～３月） 
年間 

4.7 3.0 5.2 4.3 51.5 

 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

⑴ 分限処分の状況 

分限処分とは、職員が一定の事由により職務を充分に果たすことができない場合に降

任、免職、休職という、職員の意に反して行う不利益な身分上の変動をもたらす処分で

す。 

令和６年度は降任および免職処分はありませんでしたが、「心身の故障のため、長期

の休養を要する場合」により６人を休職処分としました。 

 

⑵ 懲戒処分の状況 

懲戒処分とは、公務規律の確保を目的として服務義務違反（法令違反、義務違反、非

行等）に対しその道義的責任を追及し、戒告、減給、停職、免職という制裁を科する処

分です。 

令和６年度に懲戒処分を受けた者はいませんでした。 

 

 

 

５ 職員の服務の状況 

 

⑴ 職務専念義務免除の状況 

越谷・松伏水道企業団就業規則第19条に規定。 

職員は法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第35条)。 

ただし、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て職務

専念義務が免除されることがあります。 

令和６年度における承認件数は26件となっています。 
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６ 職員の研修の状況 
 

⑴ 研修の概要 

令和６年度に実施した研修は合計で79コースあり、延べ研修人員は445人です。 

 

実 施 機 関 研 修 名 
参加人員 

（人） 

越谷・松伏水道企業団 

転入・新任職員研修(浄・配水場見学含む) 

転入職員研修（収納・料金・検針） 

次亜塩素酸ナトリウム及び電気設備の取扱い保

安講習 

他2件 

19 

3 

19 

121 

小計 5  162 

越 谷 市 

新採用職員研修① 

監督職員（主査級）研修 

初級研修 

上級研修 

政策形成研修（実践） 

地方自治研修 

フォローアップ研修 

行政法研修 

法務執行研修 

法律の基本研修 

情報セキュリティ研修（主幹級・新採用職員） 

他 19件 

5 

3 

6 

2 

1 

5 

4 

5 

1 

6 

30 

115 

小計 30  183 

日 本 水 道 協 会 

水道事業事務研修会 経営初級コース 

未納料金対策実務研修会 

水質研究発表会 

技術継承研修 水処理（実務）研修 

技術継承研修 給水装置研修 

配管設計講習会 

他 10件 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17 

小計 16  23 

財 団 ・ 民 間 等 

安全管理者選任時研修 

衛生管理者講習会 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

安全運転管理者に係る法定講習 

第三級陸上特殊無線技師養成課程 

他 23件 

1 

2 

3 

2 

3 

66 

小計 28  77 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴ 福利厚生制度の概要 

職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員等共済組合

法によって具体的に定められています。当企業団では当該制度を運用・実施する埼玉県

市町村職員共済組合に加入しています。 

共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必

要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・傷害・死亡に対して年金又は一時金の

給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けなどの「福祉事

業」の大きく分けて３つの事業を行っています。 

また、地方公務員法第42条に基づく福利厚生事業として、職員の健康保持を目的とし

た事業や各職場等におけるスポーツ・レクリエーション事業を実施しています。 

 

 

⑵ 公務災害の概要 

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡)又は通勤によ

る災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と被災職員の社会復

帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としています。 

具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によっ

て定められています。 

令和６年度中における公務災害の認定件数は０件でした。 


